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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波診断装置において、良好な受信ビーム
の形状を得つつ、受信回路のデバイス量を少なくする。
【解決手段】  複数の振動子を配列して超音波探触子と
する。複数の送信駆動回路で振動子を駆動する。振動子
で受信した信号を、クロスポイントスイッチビームフォ
ーマの複数の入力端子のいずれかに振り分ける。超音波
探触子の開口部の中心付近の３つの振動子の受信信号を
加算し、ビームフォーマの１つの端子に入力する。開口
部の端部の振動子の２，４，６番目をビームフォーマに
接続しない。振動子で受信した信号を、ビームフォーマ
で遅延加算する。遅延精度を向上させてビーム形状をシ
ャープにすることができ、超音波画像の画質を改善でき
る
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波探触子として配列された複数の振
動子と、前記振動子を駆動する複数の送信駆動回路と、
前記振動子で受信した信号を遅延加算するビームフォー
マと、前記振動子で受信した信号を前記ビームフォーマ
の複数の入力端子のいずれかに振り分けるクロスポイン
トスイッチと、前記超音波探触子の開口部の中心付近の
複数の振動子の受信信号をまとめて前記ビームフォーマ
の１つの端子に入力するように接続するとともに前記開
口部の端部の振動子のうちの少なくとも１つを前記ビー
ムフォーマに接続しないように前記クロスポイントスイ
ッチを設定する接続設定手段とを具備することを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項２】  前記接続設定手段に、前記振動子と前記
ビームフォーマとの接続パターンデータを２つ以上格納
する手段と、表示深度を選択する手段と、選択された表
示深度に従って前記接続パターンデータの１つを選択す
る手段と、選択された接続パターンデータに従って前記
クロスポイントスイッチを設定する手段とを備えたこと
を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】  前記接続設定手段に、前記振動子と前記
ビームフォーマとの接続パターンデータを２つ以上格納
する手段と、送信フォーカス位置を選択する手段と、選
択された送信フォーカス位置に従って前記接続パターン
データの１つを選択する手段と、選択された接続パター
ンデータに従って前記クロスポイントスイッチを設定す
る手段とを備えたことを特徴とする請求項１記載の超音
波診断装置。
【請求項４】  前記接続設定手段に、前記振動子と前記
ビームフォーマとの接続パターンデータを２つ以上格納
する手段と、表示モードを選択する手段と、選択された
表示モードに従って前記接続パターンデータの１つを選
択する手段と、選択された接続パターンデータに従って
前記クロスポイントスイッチを設定する手段とを備えた
ことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】  前記接続設定手段に、前記振動子と前記
ビームフォーマとの接続パターンデータを２つ以上格納
する手段と、メイン／サイドローブ特性を選択する手段
と、選択されたメイン／サイドローブ特性に従って前記
接続パターンデータの１つを選択する手段と、選択され
た接続パターンデータに従って前記クロスポイントスイ
ッチを設定する手段とを備えたことを特徴とする請求項
１記載の超音波診断装置。
【請求項６】  送信フォーカス位置を切り替えながら複
数回同一方向に送受信を繰り返す手段と、浅部と深部の
画像を抽出して合成する手段とを備え、前記接続設定手
段に、前記振動子と前記ビームフォーマとの接続パター
ンデータを２つ以上格納する手段と、画像抽出シーケン
スが浅部画像抽出シーケンスか深部画像抽出シーケンス
かのいずれであるかに従って前記接続パターンデータの*
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*１つを選択する手段と、選択された接続パターンデータ
に従って前記クロスポイントスイッチを設定する手段と
を設けたことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装
置。
【請求項７】  表示深度を選択する手段と、選択された
表示深度に応じて前記開口部のサイズを変更する手段を
設けたことを特徴とする請求項１記載の超音波診断装
置。
【請求項８】  送信フォーカス位置を選択する手段と、
選択された送信フォーカス位置に応じて前記開口部のサ
イズを変更する手段を設けたことを特徴とする請求項１
記載の超音波診断装置。
【請求項９】  前記開口部の端部において前記ビームフ
ォーマに接続されない振動子に隣接する振動子の信号の
増幅度を大きくする手段を設けたことを特徴とする請求
項１記載の超音波診断装置。
【請求項１０】  送信ビームのサイドローブのピーク位
置と受信ビームのサイドローブのピーク位置をずらすた
めに、送信時に隣り合う２つのチャンネルを同一の駆動
回路で駆動する手段を設けたことを特徴とする請求項１
記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
関し、特に、配列振動子により送受信を行う超音波診断
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、超音波診断装置において、配列さ
れた複数の振動子を同時に用い、ビームの収束を行うフ
ォーカシング技術が利用されている。このような従来の
超音波診断装置の構成を説明する。図11に、従来のリニ
ア走査の超音波診断装置（従来例１）のブロック図を示
す。
【０００３】図11において、探触子１は、振動子２-１
～２-128が配列された超音波プローブである。高耐圧ス
イッチ３-１～３-64は、使用する開口を選択するための
スイッチである。送信パルス発生部４は、送信パルスを
発生する手段である。クロスポイントスイッチ６は、受
信信号を並び替えるためのスイッチである。A/D変換器
８-１～８-64は、アナログ受信信号をディジタル信号に
変換する手段である。ビームフォーマ９は、ディジタル
変換したデータを遅延加算する手段である。Ｂモード信
号処理回路10は、Ｂモード表示のための信号処理を行う
手段である。ドプラ血流計信号処理回路11は、ドプラ血
流計のための信号処理を行う手段である。カラーフロー
信号処理回路12は、カラーフローのための信号処理を行
う手段である。画像合成部13は、Ｂモード信号処理回路
10～カラーフロー信号処理回路12の各信号処理回路の信
号を合成し表示画像を構成する手段である。表示部14
は、合成された画像を表示する装置である。制御部15
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は、超音波診断装置の各部を制御する手段である。操作
部16は、操作者が操作するための入力手段である。これ
らの構成による超音波診断装置の動作は周知のものであ
るので、説明は省略する。
【０００４】配列振動子を用いた超音波診断装置では、
複数の振動子の信号を同時に処理する必要があるため、
同時に使用する振動子数だけのA/D変換器や、ディジタ
ル化された信号を入力して遅延加算処理を行うビームフ
ォーマが必要となり、多くのデバイスが必要になるとい
う問題があった。これを解決するために、実開昭58-702
08号公報に開示された方法が提案された。この方法につ
いて、図12、図13を用いて説明する。
【０００５】図12は、実開昭58-70208号公報に開示され
た超音波診断装置（従来例２）のブロック図である。図
12において、探触子１は、配列された振動子２-１～２-
128を含む超音波プローブである。高耐圧スイッチ３-１
～３-64は、使用する開口を選択するためのスイッチで
ある。送信パルス発生部４は、送信パルスを発生する手
段である。電圧-電流変換アンプ５-１～64は、電圧を電
流に変換する手段である。クロスポイントスイッチ６
は、受信信号を並び替える手段である。電流-電圧変換
アンプ７-１～32は、電流を電圧に変換する手段であ
る。A/D変換器８-１～８-32は、アナログ受信信号をデ
ィジタル信号に変換する手段である。ビームフォーマ９
は、ディジタル変換したデータを遅延加算する手段であ
る。Ｂモード信号処理回路10は、Ｂモード表示のための
信号処理を行う手段である。ドプラ血流計信号処理回路
11は、ドプラ血流計のための信号処理を行う手段であ
る。カラーフロー信号処理回路12は、カラーフローのた
めの信号処理を行う手段である。画像合成部13は、Ｂモ
ード信号処理回路10～カラーフロー信号処理回路12の各
信号処理回路の信号を合成し表示画像を構成する手段で
ある。表示部14は、合成された画像を表示する装置であ
る。制御部15は、超音波診断装置の各部を制御する手段
である。操作部16は、操作者が操作するための入力手段
である。
【０００６】この従来例２におけるクロスポイントスイ
ッチ６の接続を、図13（ａ）に示す。受信開口の端の信
号から１，２，・・・と番号付けをしてある。クロスポ
イントスイッチ６においては、隣り合う２つの信号が１
つの出力端子に接続されている。クロスポイントスイッ
チの前段で、受信信号は電流に変換されている。２つの
信号を１つの出力端子に接続することで、出力端子から
２つの信号の電流が加算された出力を取り出すことがで
きる。このクロスポイントスイッチ６の接続を、以下、
図13（ｂ）のように表わすことにする。このようにし
て、隣り合う２つの振動子の受信信号を加算すること
で、A/D変換器およびビームフォーマの入力数を減らす
ことができ、デバイス量の低減が可能となる。
【０００７】しかし、このような２つずつの加算におい
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ても、問題が生ずることがある。開口端部の信号では、
隣り合う振動子の信号の到達時間の差が大きいため、遅
延精度が悪化する。そこで、この問題を解決するため
に、従来例２を改良した従来例３では、振動子の加算を
一様ではなくしている。この方式を、図14を用いて説明
する。
【０００８】図14は、従来例３におけるクロスポイント
スイッチの接続方法である。従来例３では、開口の中心
ほど加算する受信信号の数を多くし、端部では１つずつ
としてある。開口の中心においては遅延時間の差が少な
く、端部においては遅延時間の差が大であることを考慮
したものである。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
超音波診断装置では、上記従来例３においても、収束条
件により、加算される振動子間の遅延時間の差が大きく
なり、収束精度が悪くなるという問題がある。
【００１０】本発明は、これらの問題を解決し、少ない
受信回路構成でシャープなビーム形状を実現し、高い画
質の超音波診断装置を提供することを目的とするもので
ある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明では、超音波診断装置を、超音波探触子と
して配列された複数の振動子と、振動子を駆動する複数
の送信駆動回路と、振動子で受信した信号を遅延加算す
るビームフォーマと、振動子で受信した信号をビームフ
ォーマの複数の入力端子のいずれかに振り分けるクロス
ポイントスイッチと、超音波探触子の開口部の中心付近
の複数の振動子の受信信号をまとめてビームフォーマの
１つの端子に入力するように接続するとともに開口部の
端部の振動子のうちの少なくとも１つをビームフォーマ
に接続しないようにクロスポイントスイッチを設定する
接続設定手段とを具備する構成とした。
【００１２】このように構成したことにより、超音波探
触子の開口部の両端の振動子の受信信号をクロスポイン
トスイッチに接続しないことで調整でき、受信信号の遅
延精度を向上させて、画質を向上させることができる。
【００１３】また、接続設定手段に、振動子とビームフ
ォーマとの接続パターンデータを２つ以上格納する手段
と、選択された表示深度、送信フォーカス位置、表示モ
ードに従って接続パターンデータの１つを選択する手段
と、選択された接続パターンデータに従ってクロスポイ
ントスイッチを設定する手段とを備えた。このように構
成したことにより、表示深度、送信フォーカス位置、表
示モードに応じて遅延精度を向上させることができる。
【００１４】また、送信時に隣り合った２つの振動子を
同一の送信パルス発生回路で駆動する場合において、送
信ビームのサイドローブ方向と受信ビームのサイドロー
ブ方向をずらすことで、総合ビーム形状をシャープにす
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ることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図１～図10を参照しながら詳細に説明する。
【００１６】（第１の実施の形態）本発明の第１の実施
の形態は、超音波探触子の開口部の中心付近では、３つ
の振動子からの受信信号を１つにしてビームフォーマの
１つの端子に入力し、開口部の両端では、それぞれ１つ
おきの３つの振動子をビームフォーマに接続しないよう
に、クロスポイントスイッチを設定した超音波診断装置
である。
【００１７】図１は、本発明の第１の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、クロスポイントスイッチを用いて
受信信号を加算する方法を示す説明図である。図１にお
いて、受信信号１～64は、超音波を送受信する超音波探
触子に配列された超音波振動子のうち、高耐圧スイッチ
で選択された振動子からの受信信号である。加算信号１
～32は、受信信号をクロスポイントスイッチで加算した
結果の信号である。超音波診断装置の基本的な構成は、
図12に示した従来例２と同じである。
【００１８】上記のように構成された本発明の第１の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。超
音波探触子として使用する開口部の位置や形状などを決
めるために、高耐圧スイッチで128個の振動子のうちか
ら64個の振動子を選択する。選択された振動子からの受
信信号を、受信信号１～64として図示してある。すなわ
ち、開口部の左端から振動子が１，２,・・・,64と並ん
でいるものとして示してある。開口部の中心は、32番目
の振動子と33番目の振動子の間である。両端部の２番
目、４番目、６番目、59番目、61番目、63番目の振動子
は使用されない。これらの受信信号を、クロスポイント
スイッチで図示のように加算して、加算信号１～32とす
る。加算信号１～32を、電流-電圧変換アンプで電圧に
変換し、A/D変換器でディジタル信号に変換して、ビー
ムフォーマで遅延加算する以降の処理は、従来例２と同
じである。
【００１９】開口部中心付近の振動子では、加算される
振動子の数が４から３に減っている。開口部の両端で
は、無接続とする振動子を１つおきに合計６個設定して
ある。図14に示した従来例３と比較すると、加算後の信
号の数は同じであり、信号処理の回路量は増加していな
い。受信超音波信号の遅延時間の差が大きい開口部の両
端での信号の数を少なくし、受信超音波信号の遅延時間
の差が小さい開口部の中心での信号の数を多くしたの
で、受信超音波の遅延特性を改善することができ、受信
超音波ビームの形状をシャープにすることができる。
【００２０】上記のように、本発明の第１の実施の形態
では、超音波診断装置を、超音波探触子の開口部の中心
付近では、３つの振動子からの受信信号を１つにしてビ
ームフォーマの１つの端子に入力し、開口部の両端で
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は、それぞれ１つおきの３つの振動子をビームフォーマ
に接続しないように、クロスポイントスイッチを設定し
たので、受信超音波の遅延特性が改善されて、ビーム形
状がシャープになる。
【００２１】（第２の実施の形態）本発明の第２の実施
の形態は、振動子とビームフォーマとの接続パターンデ
ータを２つ用意しておき、表示深度に従って接続パター
ンデータを選択し、クロスポイントスイッチを設定する
超音波診断装置である。
【００２２】図２は、本発明の第２の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、受信信号を加算する方法を示す説
明図である。図２（ａ）は、第１の加算方法を使用する
パターンＡである。図２（ｂ）は、第２の加算方法を使
用するパターンＢである。図２（ａ）と図２（ｂ）の符
号の意味は、図１と同じである。図２（ｃ）は、操作部
と制御部とクロスポイントスイッチの詳細を示すブロッ
ク図である。図２（ｃ）において、クロスポイントスイ
ッチ６は、受信信号を並び替えるためのスイッチであ
る。制御部15は、超音波診断装置の各部を制御する手段
である。クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１は、
接続パターンデータを格納したメモリである。操作部16
は、操作者が操作するための入力手段である。表示深度
選択スイッチ16-１は、操作者が所望の表示深度を選択
するためのスイッチである。この他の超音波診断装置の
基本的な構成は、図12に示した従来例２と同じである。
【００２３】上記のように構成された本発明の第２の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。受
信信号をクロスポイントスイッチで加算する方法のパタ
ーンは、図２（ａ）に示すパターンＡと、図２（ｂ）に
示すパターンＢが用意されている。パターンＡの方が、
端部で使用されない振動子が多く、比較的浅い部位の受
信に向く。３つ以上のパターンを用意しておけば、希望
の深度に細かく対応することができる。
【００２４】図２（ｃ）に示すように、操作部16には、
表示深度選択スイッチ16-１が設けられている。制御部1
5には、クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１が設け
られている。操作者が表示深度選択スイッチ16-１を操
作し、表示深度変更命令が制御部15に入力されると、ク
ロスポイントスイッチ接続メモリ15-１から、表示深度
に対応するパターンデータが読み出される。読み出され
たパターンデータが、クロスポイントスイッチの接続を
変更する情報としてクロスポイントスイッチ６に伝達さ
れ、クロスポイントスイッチ６の接続が変更される。
【００２５】受信信号を、変更された接続に従ってクロ
スポイントスイッチで加算して、加算信号１～32とす
る。加算信号１～32を、電流-電圧変換アンプで電圧に
変換し、A/D変換器でディジタル信号に変換して、ビー
ムフォーマで遅延加算する以降の処理は、従来例２と同
じである。
【００２６】操作者が、浅い部位の表示を望む場合は、
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7
表示深度選択スイッチ16-１で、浅い深度を選択する。
操作部16から表示深度変更命令が出て、制御部15のクロ
スポイントスイッチ接続メモリ15-１から、浅い深度に
対応するパターンＡのデータが読み出される。パターン
Ａのデータに従って、クロスポイントスイッチ６の接続
が変更される。受信信号を、変更された接続に従ってク
ロスポイントスイッチで加算して、ビームフォーマで遅
延加算して、所定の演算処理の後、映像として表示す
る。操作者が、深い深度を選択した場合は、パターンＢ
のデータに従って、クロスポイントスイッチ６の接続が
変更され、深い深度の精度が高い映像が表示される。
【００２７】上記のように、本発明の第２の実施の形態
では、超音波診断装置を、振動子とビームフォーマとの
接続パターンデータを２つ用意しておき、表示深度に従
って接続パターンデータを選択し、クロスポイントスイ
ッチを設定する構成としたので、表示深度に合わせて、
受信信号の加算方法のパターンを変更でき、最適な画像
を得ることができる。
【００２８】（第３の実施の形態）本発明の第３の実施
の形態は、振動子とビームフォーマとの接続パターンデ
ータを２つ用意しておき、選択された送信フォーカス位
置に従って接続パターンデータを選択し、クロスポイン
トスイッチを設定する超音波診断装置である。
【００２９】図３は、本発明の第３の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、受信信号を加算する方法を示す説
明図である。図３（ａ）は、第１の加算方法を使用する
パターンＡである。図３（ｂ）は、第２の加算方法を使
用するパターンＢである。図３（ａ）と図３（ｂ）の符
号の意味は、図１と同じである。図３（ｃ）は、操作部
と制御部とクロスポイントスイッチの詳細を示すブロッ
ク図である。図３（ｃ）において、クロスポイントスイ
ッチ６は、受信信号を並び替えるためのスイッチであ
る。制御部15は、超音波診断装置の各部を制御する手段
である。クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１は、
接続パターンデータを格納したメモリである。操作部16
は、操作者が操作するための入力手段である。送信フォ
ーカス選択スイッチ16-２は、送信フォーカス深度に応
じて受信信号の加算方法パターンを選択するためのスイ
ッチである。この他の超音波診断装置の基本的な構成
は、図12に示した従来例２と同じである。
【００３０】上記のように構成された本発明の第３の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。受
信信号をクロスポイントスイッチで加算する方法のパタ
ーンは、図３（ａ）に示すパターンＡと、図３（ｂ）に
示すパターンＢが用意されている。パターンＡの方が、
端部で使用されない振動子が多いので、比較的浅い部位
で開口が小さい場合のビーム形状が良好である。３つ以
上のパターンを用意しておけば、送信フォーカス深度に
細かく対応することができる。
【００３１】図３（ｃ）に示すように、操作部16には、
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送信フォーカス選択スイッチ16-２が設けられている。
制御部15には、クロスポイントスイッチ接続メモリ15-
１が設けられている。操作者が送信フォーカス選択スイ
ッチ16-２を操作し、送信フォーカス深度変更命令が制
御部15に入力されると、クロスポイントスイッチ接続メ
モリ15-１の読み出し内容が変更される。クロスポイン
トスイッチの接続を変更する情報がクロスポイントスイ
ッチ６に伝達され、クロスポイントスイッチ６の接続が
変更される。
【００３２】受信信号を、変更された接続に従ってクロ
スポイントスイッチで加算して、加算信号１～32とす
る。加算信号１～32を、電流-電圧変換アンプで電圧に
変換し、A/D変換器でディジタル信号に変換して、ビー
ムフォーマで遅延加算する以降の処理は、従来例２と同
じである。
【００３３】送信フォーカスが浅い部分にある場合は、
浅い部分のビーム形状が良好であるため、受信ビーム
は、浅い部位でサイドローブが多くても、送受信で総合
すれば、サイドローブは少なくなる。逆に、送信フォー
カスが深い場合は、浅い部位で送信フォーカスが良好で
ないために、受信ビームの形状を良くして、送受信のビ
ーム形状の劣化を防ぐ必要がある。
【００３４】送信フォーカスが深い部分にある場合は、
送信フォーカス選択スイッチ16-２で、深い送信フォー
カス深度を選択する。操作部16から送信フォーカス深度
変更命令が出て、制御部15のクロスポイントスイッチ接
続メモリ15-１から、深い送信フォーカス深度に対応す
るパターンＡのデータが読み出される。パターンＡのデ
ータに従って、クロスポイントスイッチ６の接続が変更
される。受信信号を、変更された接続に従ってクロスポ
イントスイッチで加算して、ビームフォーマで遅延加算
して、所定の演算処理の後、映像として表示する。操作
者が、浅い送信フォーカス深度を選択した場合は、パタ
ーンＢのデータに従って、クロスポイントスイッチ６の
接続が変更され、全体的に精度が高い映像が表示され
る。
【００３５】上記のように、本発明の第３の実施の形態
では、超音波診断装置を、振動子とビームフォーマとの
接続パターンデータを２つ用意しておき、選択された送
信フォーカス位置に従って接続パターンデータを選択
し、クロスポイントスイッチを設定する構成としたの
で、送信フォーカス深度に合わせて、受信信号の加算方
法のパターンを変更して、全体的に最適な画像を得るこ
とができる。
【００３６】（第４の実施の形態）本発明の第４の実施
の形態は、振動子とビームフォーマとの接続パターンデ
ータを２つ用意しておき、選択された表示モードに従っ
て接続パターンデータを選択し、クロスポイントスイッ
チを設定する超音波診断装置である。
【００３７】図４は、本発明の第４の実施の形態におけ
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る超音波診断装置で、受信信号を加算する方法を示す説
明図である。図４（ａ）は、第１の加算方法を使用する
パターンＡである。図４（ｂ）は、第２の加算方法を使
用するパターンＢである。図４（ａ）と図４（ｂ）の符
号の意味は、図１と同じである。図４（ｃ）は、操作部
と制御部とクロスポイントスイッチの詳細を示すブロッ
ク図である。図４（ｃ）において、クロスポイントスイ
ッチ６は、受信信号を並び替えるためのスイッチであ
る。制御部15は、超音波診断装置の各部を制御する手段
である。クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１は、
接続パターンデータを格納したメモリである。操作部16
は、操作者が操作するための入力手段である。モード選
択スイッチ16-３は、表示モードに応じて受信信号の加
算方法パターンを選択するためのスイッチである。この
他の超音波診断装置の基本的な構成は、図12に示した従
来例２と同じである。
【００３８】上記のように構成された本発明の第４の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。受
信信号をクロスポイントスイッチで加算する方法のパタ
ーンは、図４（ａ）に示すパターンＡと、図４（ｂ）に
示すパターンＢが用意されている。パターンＡの方が、
開口をフルに用いた場合のサイドローブが少なく、画像
のヌケがよい。一方、パターンＢは、端部で使用されな
い振動子が少なく、感度の点では有利である。したがっ
て、ヌケのよさが要求されるＢモードでは、パターンＡ
を用いるのが好適である。感度が要求されるドプラ血流
計モードやカラーフローモードには、パターンＢを用い
るのが好適である。３つ以上のパターンを用意しておけ
ば、さまざまなモードに細かく対応することができる。
【００３９】図４（ｃ）に示すように、操作部16には、
モード選択スイッチ16-３が設けられている。制御部15
には、クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１が設け
られている。操作者がモード選択スイッチ16-３を操作
し、モード変更命令が制御部15に入力されると、クロス
ポイントスイッチ接続メモリの読み出し内容が変更され
る。クロスポイントスイッチの接続を変更する情報がク
ロスポイントスイッチ６に伝達され、クロスポイントス
イッチ６の接続が変更される。
【００４０】受信信号を、変更された接続に従ってクロ
スポイントスイッチで加算して、加算信号１～32とす
る。加算信号１～32を、電流-電圧変換アンプで電圧に
変換し、A/D変換器でディジタル信号に変換して、ビー
ムフォーマで遅延加算する以降の処理は、従来例２と同
じである。
【００４１】操作者が、Ｂモードの表示を望む場合は、
モード選択スイッチ16-１で、Ｂモードを選択する。操
作部16からモード変更命令が出て、制御部15のクロスポ
イントスイッチ接続メモリ15-１から、Ｂモードに対応
するパターンＡのデータが読み出される。パターンＡの
データに従って、クロスポイントスイッチ６の接続が変
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更される。受信信号を、変更された接続に従ってクロス
ポイントスイッチで加算して、ビームフォーマで遅延加
算して、所定の演算処理の後、映像として表示する。操
作者が、ドプラ血流計モードやカラーフローモードを選
択した場合は、パターンＢのデータに従って、クロスポ
イントスイッチ６の接続が変更され、高感度の映像が表
示される。
【００４２】上記のように、本発明の第４の実施の形態
では、超音波診断装置を、振動子とビームフォーマとの
接続パターンデータを２つ用意しておき、選択された表
示モードに従って接続パターンデータを選択し、クロス
ポイントスイッチを設定する構成としたので、それぞれ
の信号処理モードにあった加算方法のパターンを選択で
き、最適な画像を得ることができる。
【００４３】（第５の実施の形態）本発明の第５の実施
の形態は、振動子とビームフォーマとの接続パターンデ
ータを２つ用意しておき、選択されたメイン／サイドロ
ーブの優先度に従って接続パターンデータを選択し、ク
ロスポイントスイッチを設定する超音波診断装置であ
る。
【００４４】図５は、本発明の第５の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、受信信号を加算する方法を示す説
明図である。図５（ａ）は、第１の加算方法を使用する
パターンＡである。図５（ｂ）は、第２の加算方法を使
用するパターンＢである。図５（ａ）と図５（ｂ）の符
号の意味は、図１と同じである。図５（ｃ）は、操作部
と制御部とクロスポイントスイッチの詳細を示すブロッ
ク図である。図５（ｃ）において、クロスポイントスイ
ッチ６は、受信信号を並び替えるためのスイッチであ
る。制御部15は、超音波診断装置の各部を制御する手段
である。クロスポイントスイッチ接続メモリ15-１は、
接続パターンデータを格納したメモリである。操作部16
は、操作者が操作するための入力手段である。メイン／
サイドローブ優先選択スイッチ16-４は、優先させたい
サイドローブに応じて受信信号の加算方法パターンを選
択するためのスイッチである。この他の超音波診断装置
の基本的な構成は、図12に示した従来例２と同じであ
る。
【００４５】上記のように構成された本発明の第５の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。受
信信号をクロスポイントスイッチで加算する方法のパタ
ーンは、図５（ａ）に示すパターンＡと、図５（ｂ）に
示すパターンＢが用意されている。パターンＡの方が、
開口をフルに用いた場合のサイドローブが少なく、画像
のヌケがよい。一方、パターンＢは、端部で使用されな
い振動子が少なく、メインローブが細い。したがって、
操作者の意向により、ヌケのよさをとるならパターンＡ
を選択し、分解能のよさをとるならパターンＢを選択す
るといった使い分けが可能である。３つ以上のパターン
を用意しておけば、画質の要求に細かく対応することが
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11
できる。
【００４６】図５（ｃ）に示すように、操作部16には、
メイン／サイドローブ優先選択スイッチ16-４が設けら
れている。制御部15には、クロスポイントスイッチ接続
メモリ15-１が設けられている。操作者がメイン／サイ
ドローブ優先選択スイッチ16-４を操作し、優先モード
設定命令が制御部15に入力されると、クロスポイントス
イッチ接続メモリの読み出し内容が変更される。クロス
ポイントスイッチの接続を変更する情報がクロスポイン
トスイッチ６に伝達され、クロスポイントスイッチ６の
接続が変更される。
【００４７】受信信号を、変更された接続に従ってクロ
スポイントスイッチで加算して、加算信号１～32とす
る。加算信号１～32を、電流-電圧変換アンプで電圧に
変換し、A/D変換器でディジタル信号に変換して、ビー
ムフォーマで遅延加算する以降の処理は、従来例２と同
じである。
【００４８】操作者が、ヌケのよい表示を望む場合は、
モード選択スイッチ16-１で、サイドローブ優先を選択
する。操作部16から優先モード設定命令が出て、制御部
15のクロスポイントスイッチ接続メモリ15-１から、サ
イドローブ優先に対応するパターンＡのデータが読み出
される。パターンＡのデータに従って、クロスポイント
スイッチ６の接続が変更される。受信信号を、変更され
た接続に従ってクロスポイントスイッチで加算して、ビ
ームフォーマで遅延加算して、所定の演算処理の後、映
像として表示する。操作者が、分解能のよい表示を望む
場合は、メインローブ優先を選択すると、パターンＢの
データに従って、クロスポイントスイッチ６の接続が変
更され、高分解能の映像が表示される。
【００４９】上記のように、本発明の第５の実施の形態
では、超音波診断装置を、振動子とビームフォーマとの
接続パターンデータを２つ用意しておき、選択されたメ
イン／サイドローブの優先度に従って接続パターンデー
タを選択し、クロスポイントスイッチを設定する構成と
したので、操作者の意向に沿った画質に応じて、受信信
号の加算方法のパターンを選択でき、最適な画像を得る
ことができる。
【００５０】（第６の実施の形態）本発明の第６の実施
の形態は、振動子とビームフォーマとの接続パターンデ
ータを２つ用意しておき、送信フォーカス位置を切り替
えながら複数回同一方向に送受信を繰り返し、浅部と深
部の画像を抽出して合成する場合に、浅部画像抽出シー
ケンスか深部画像抽出シーケンスかに従って接続パター
ンデータを選択し、クロスポイントスイッチを設定する
超音波診断装置である。
【００５１】図６は、本発明の第６の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、受信信号を加算する方法を示す説
明図である。図６（ａ）は、第１の加算方法を使用する
パターンＡである。図６（ｂ）は、第２の加算方法を使
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用するパターンＢである。図６（ａ）と図６（ｂ）の符
号の意味は、図１と同じである。図６（ｃ）は、シーケ
ンスのタイミングを示す図である。
【００５２】上記のように構成された本発明の第６の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。受
信信号をクロスポイントスイッチで加算する方法のパタ
ーンは、図６（ａ）に示すパターンＡと、図６（ｂ）に
示すパターンＢが用意されている。パターンＡの方が、
端部で使用されない振動子が多く、比較的浅い部位で開
口が小さい場合のビーム形状が良好である。一方、パタ
ーンＢは、端部で使用されない振動子が少なく、感度が
よいため、深い部位を見るのに適している。３つ以上の
パターンを用意しておけば、さまざまなシーケンスに細
かく対応することができる。
【００５３】超音波診断装置では、同一方向に送信フォ
ーカスを変えて複数回送受信を行い、画像を合成するこ
とにより、浅い部位から深部まで分解能の良好な画像を
得るという機能がある。この機能において、浅い部位の
信号取得シーケンスにはパターンＡを使い、深い部位の
信号取得シーケンスにはパターンＢを使うというように
切り替えることで、どちらの深さにおいても良好な画像
を得ることができる。
【００５４】図６（ｃ）のシーケンスのタイミング図に
示すように、送信フォーカスが浅いシーケンスでは、ク
ロスポイントスイッチの接続をパターンＡとして、浅い
部位の画像データを取得する。送信フォーカスが深いシ
ーケンスでは、クロスポイントスイッチの接続をパター
ンＢとして、深い部位の画像データを取得する。これに
より、浅い部位から深い部位まで良好な画質の映像を得
ることができる。
【００５５】上記のように、本発明の第６の実施の形態
では、超音波診断装置を、振動子とビームフォーマとの
接続パターンデータを２つ用意しておき、送信フォーカ
ス位置を切り替えながら複数回同一方向に送受信を繰り
返し、浅部と深部の画像を抽出して合成する場合に、浅
部画像抽出シーケンスか深部画像抽出シーケンスかに従
って接続パターンデータを選択し、クロスポイントスイ
ッチを設定する構成としたので、全体的に最適な画像を
得ることができる。
【００５６】（第７の実施の形態）本発明の第７の実施
の形態は、表示深度に応じて、探触子の開口部のサイズ
などを変更する超音波診断装置である。
【００５７】図７は、本発明の第７の実施の形態におけ
る超音波診断装置の制御要部のブロック図である。図７
において、ビームフォーマ９は、ディジタル変換した受
信データを遅延加算する手段である。開口制御器９-１
は、ビームフォーマにおける受信信号の加算パターンを
変更することにより、探触子の開口部のサイズなどを変
更する手段である。制御部15は、超音波診断装置の各部
を制御する手段である。開口制御データ作成部15-２
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は、指定された開口条件に応じて、ビームフォーマにお
ける受信信号の加算パターンを作成する手段である。操
作部16は、操作者が操作するための入力手段である。表
示深度選択スイッチ16-１は、操作者が所望の表示深度
を選択するためのスイッチである。この他の超音波診断
装置の基本的な構成は、図12に示した従来例２と同じで
ある。
【００５８】上記のように構成された本発明の第７の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。第
１の実施の形態で説明したようなクロスポイントスイッ
チの設定において、探触子の開口部のサイズなどの開口
の条件を変えることで、表示部位が浅い場合と深い場合
に対応することができる。
【００５９】操作者が、操作部16に備えてある表示深度
選択スイッチ16-１で、表示深度を変更すると、表示深
度変更命令が制御部15に入力される。表示深度変更命令
に応じて、制御部15の開口制御データ作成部15-２で、
指示された表示深度に応じた開口条件を実現するための
データを作成する。すなわち、指定された表示深度に対
応する開口条件を満たすように、ビームフォーマで受信
信号を加算するためのパターンデータを作成する。作成
したパターンデータを、開口制御器９-１でビームフォ
ーマ９に設定することにより、探触子の開口を制御す
る。
【００６０】例えば、表示深度が浅いときには、探触子
の開口を小さめに取り、開口の端部での遅延時間の誤差
によるサイドローブを抑圧する。このようにして、表示
深度に合わせた開口制御を行うことができ、表示深度に
よらず、良好な画質の映像を得ることができる。
【００６１】上記のように、本発明の第７の実施の形態
では、超音波診断装置を、表示深度に応じて、探触子の
開口部のサイズなどを変更する構成としたので、全深度
にわたって最適な画像を得ることができる。
【００６２】（第８の実施の形態）本発明の第８の実施
の形態は、送信フォーカス位置に応じて、探触子の開口
部のサイズなどを変更する超音波診断装置である。
【００６３】図８は、本発明の第８の実施の形態におけ
る超音波診断装置の制御要部のブロック図である。図８
において、ビームフォーマ９は、ディジタル変換した受
信データを遅延加算する手段である。開口制御器９-１
は、ビームフォーマにおける受信信号の加算パターンを
変更することにより、探触子の開口部のサイズなどを変
更する手段である。制御部15は、超音波診断装置の各部
を制御する手段である。開口制御データ作成部15-２
は、指定された開口条件に応じて、ビームフォーマにお
ける受信信号の加算パターンを作成する手段である。操
作部16は、操作者が操作するための入力手段である。送
信フォーカス選択スイッチ16-２は、送信フォーカス深
度に応じて受信信号の加算方法パターンを選択するため
のスイッチである。この他の超音波診断装置の基本的な
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構成は、図12に示した従来例２と同じである。
【００６４】上記のように構成された本発明の第８の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。第
１の実施の形態で説明したようなクロスポイントスイッ
チの設定において、探触子の開口部のサイズなどの開口
の条件を変えることで、送信フォーカス位置が浅い場合
と深い場合に対応することができる。
【００６５】操作者が、操作部16に備えてある送信フォ
ーカス選択スイッチ16-２で、送信フォーカス深度を変
更すると、送信フォーカス深度変更命令が制御部15に入
力される。制御部15の開口制御データ作成部15-２で
は、送信フォーカス深度変更命令に応じて、制御部15の
開口制御データ作成部15-２で、指示された送信フォー
カス深度に応じた開口条件を実現するためのデータを作
成する。すなわち、指定された送信フォーカス深度に対
応する開口条件を満たすように、ビームフォーマで受信
信号を加算するためのパターンデータを作成する。作成
したパターンデータを、開口制御器９-１でビームフォ
ーマ９に設定することにより、探触子の開口を制御す
る。
【００６６】例えば、フォーカス位置が深いときには、
探触子の開口を小さめに取り、開口の端部での遅延時間
の誤差によるサイドローブを抑圧する。このようにし
て、送信フォーカス深度に合わせた開口制御を行うこと
ができ、送信フォーカス位置によらず、良好な画質の映
像を得ることができる。
【００６７】上記のように、本発明の第８の実施の形態
では、超音波診断装置を、送信フォーカス位置に応じ
て、探触子の開口部のサイズなどを変更する構成とした
ので、送信フォーカスの全深度にわたって最適な画像を
得ることができる。
【００６８】（第９の実施の形態）本発明の第９の実施
の形態は、探触子の開口部の両端で受信信号を間引いた
部分の残りの受信信号の増幅度を大きくした超音波診断
装置である。
【００６９】図９は、本発明の第９の実施の形態におけ
る超音波診断装置で、クロスポイントスイッチを用いて
受信信号を加算する方法を示す説明図および重み付けを
示す説明図である。図９（ａ）は、受信信号の加算方法
を示すクロスポイントスイッチの設定図である。図６
（ａ）の符号の意味は、図１と同じである。図９（ｂ）
は、開口位置と増幅利得の関係を示すグラフである。
【００７０】上記のように構成された本発明の第９の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。第
１の実施の形態で説明したようなクロスポイントスイッ
チの設定においては、探触子の開口部の両端で、使用し
ない振動子ができることで、端部の感度が低下する。こ
れを補正するために、端部の信号の増幅利得を上げる。
これにより、良好なビーム形状を実現することができ
る。
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【００７１】図９（ｂ）に示す開口位置と増幅利得のグ
ラフのように、探触子の開口部の両端で、使用しない振
動子の頻度が多い部位ほど利得を上げ、中央部位のすべ
ての振動子を使用する部位では増幅利得を下げる。これ
により、ビーム形状をよりシャープにすることができ、
良好な画質の映像を得ることができる。
【００７２】上記のように、本発明の第９の実施の形態
では、超音波診断装置を、探触子の開口部の両端で受信
信号を間引いた部分の残りの受信信号の増幅度を大きく
したので、受信信号のビーム形状をシャープにできる。
【００７３】（第10の実施の形態）本発明の第10の実施
の形態は、送信ビームのサイドローブのピーク位置と受
信ビームのサイドローブのピーク位置をずらすために、
送信時に隣り合う２つのチャンネルを同一の駆動回路で
駆動する超音波診断装置である。
【００７４】図10は、本発明の第10の実施の形態におけ
る超音波診断装置の送信および受信のビーム形状を示す
説明図および送信回路要部のブロック図である。図10
（ａ）は、送信ビームの形状を示すグラフである。図10
（ｂ）は、受信ビームの形状を示すグラフである。図10
（ｃ）は、送信回路要部のブロック図である。図10
（ｃ）において、送信パルス発生部４は、送信パルスを
発生する手段である。タイミング発生回路４-１は、送
信パルスの発生タイミングを制御する回路である。パル
スドライバ４-２は、送信パルスを電力増幅して振動子
を励振する回路である。ダイオード４-３ａ,４-３ｂ
は、ドライブパルスを振動子に印加するための逆流防止
素子である。この他の超音波診断装置の基本的な構成
は、図12に示した従来例２と同じである。
【００７５】上記のように構成された本発明の第10の実
施の形態における超音波診断装置の動作を説明する。特
開2000-152937号公報に開示されているように、隣り合
った振動子を同一の送信パルス発生器で駆動する方式が
知られている。この方式では、隣り合う２つの振動子を
１つの送信パルス発生器で駆動するため、ビーム形状
は、図10（ａ）に示すグラフのようになる。これに対
し、第１の実施の形態で説明したようなクロスポイント
スイッチの設定では、ビーム形状は、図10（ｂ）に示す
グラフのようになり、サイドローブの位置が異なる。
【００７６】このことを利用して、受信信号のサイドロ
ーブを小さくすることができる。送信時に、図10（ｃ）
に示す回路で、２つずつの振動子を駆動する。受信時
に、第１の実施の形態で説明したクロスポイントスイッ
チの接続方法で、受信信号を処理する。送信と受信で、
サイドローブの位置を異ならせることで、送受信を総合
した結果では、サイドローブの少ない良好なビーム形状
を実現することができる。これにより、送信受信回路の
デバイス量を少なくしつつ、良好な画質の映像を得るこ
とができる。
【００７７】上記のように、本発明の第10の実施の形態*
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*では、超音波診断装置を、送信ビームのサイドローブの
ピーク位置と受信ビームのサイドローブのピーク位置を
ずらすために、送信時に隣り合う２つのチャンネルを同
一の駆動回路で駆動する構成としたので、サイドローブ
の小さい受信信号を得ることができる。
【００７８】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
では、超音波診断装置を、超音波探触子として配列され
た複数の振動子と、振動子を駆動する複数の送信駆動回
路と、振動子で受信した信号を遅延加算するビームフォ
ーマと、振動子で受信した信号をビームフォーマの複数
の入力端子のいずれかに振り分けるクロスポイントスイ
ッチと、超音波探触子の開口部の中心付近の複数の振動
子の受信信号をまとめてビームフォーマの１つの端子に
入力するように接続するとともに開口部の端部の振動子
のうちの少なくとも１つをビームフォーマに接続しない
ようにクロスポイントスイッチを設定する接続設定手段
とを具備する構成としたので、受信超音波信号の遅延精
度を向上させて、ビーム形状をシャープにすることがで
き、超音波画像の画質を改善できるという効果が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図、
【図２】本発明の第２の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および制御要部のブロック図、
【図３】本発明の第３の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および制御要部のブロック図、
【図４】本発明の第４の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および制御要部のブロック図、
【図５】本発明の第５の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および制御要部のブロック図、
【図６】本発明の第６の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および制御タイミング図、
【図７】本発明の第７の実施の形態における超音波診断
装置の制御要部のブロック図、
【図８】本発明の第８の実施の形態における超音波診断
装置の制御要部のブロック図、
【図９】本発明の第９の実施の形態における超音波診断
装置で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号を加
算する方法を示す説明図および重み付けを示す説明図、
【図１０】本発明の第10の実施の形態における超音波診
断装置の送信および受信のビーム形状を示す説明図およ
び送信回路要部のブロック図、
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【図１１】従来のセクタ走査を行う超音波診断装置（従
来例１）のブロック図、
【図１２】従来のセクタ走査を行う超音波診断装置（従
来例２）のブロック図、
【図１３】従来のセクタ走査を行う超音波診断装置（従
来例２）で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号
を加算する方法を示す説明図、
【図１４】従来のセクタ走査を行う超音波診断装置（従
来例３）で、クロスポイントスイッチを用いて受信信号
を加算する方法を示す説明図である。
【符号の説明】
１  探触子
２-１～２-128  振動子
３-１～３-64  高耐圧スイッチ
４  送信パルス発生部
４-１  タイミング発生回路
４-２  パルスドライバ
４-３ａ,４-３ｂ  ダイオード
５-１～５-64  電圧－電流変換アンプ *
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*６  クロスポイントスイッチ
７-１～７-64  電流－電圧変換アンプ
８-１～８-64  A/D変換器
９  ビームフォーマ
９-１  開口制御器
10  Ｂモード信号処理回路
11  ドプラ血流計信号処理回路
12  カラーフロー信号処理回路
13  画像合成部
14  表示部
15  制御部
15-１  クロスポイントスイッチ接続メモリ
15-２  開口制御データ作成部
16  操作部
16-１  表示深度選択スイッチ
16-２  送信フォーカス選択スイッチ
16-３  モード選択スイッチ
16-４  メイン／サイドローブ優先選択スイッチ

【図１】

【図２】
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【図４】
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摘要(译)

解决的问题：在超声波诊断装置中，在获得良好的接收波束形状的同
时，减少接收电路的设备数量。 布置多个换能器以形成超声探头。 振荡
器由多个传输驱动电路驱动。 振荡器接收的信号被分配到交叉点开关波
束形成器的输入端子之一。 来自超声波探头开口中心附近的三个传感器
的接收信号相加并输入到波束形成器的一个端子。 不要将孔径末端的第
二，第四和第六传感器连接到波束形成器。 波束形成器延迟添加由振荡
器接收的信号。 您可以提高延迟精度并锐化光束形状以提高超声图像的
质量。
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